○赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成18年２月28日
訓令甲第４号
改正　平成20年１月16日訓令甲第１号
改正　令和8年2月27日訓令甲第６号
（目的）
第１条　この要綱は、赤穂市（以下「市」という。）の公共物等に掲載する有料広告（以下「広告」という。）に関し、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
（掲載物）
第２条　広告を掲載することができる公共物等（以下「広告媒体」という。）は、次に掲げるものとする。
(1)　広報あこう
(2)　市ホームページ
　(3)　公用車
(4)　その他市長が広告掲載を認めるもの
（広告掲載の制限）
第３条　広告が次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、掲載しないものとする。
(1)　法令等（兵庫県及び市の条例、規則を含む。）に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に掲げる風俗営業に該当するもの
(3)　貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条第１項に規定する貸金業に関するもの
(4)　政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5)　公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6)　虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
(7)　市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(8)　その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
（平20訓令甲１・一部改正）
（広告を掲載できるものの範囲）
第４条　広告を掲載することができるものの範囲は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)　事業を営む個人、法人又は団体。ただし、広報あこう及び公用車の広告掲載については、市内に事務所又は事業所を有するものとする。
(2)　その他市長が適当と認めるもの
（広告の規格等）
第５条　広告の掲載位置、枠数、規格、掲載期間、広告掲載料等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
（掲載希望者の募集）
第６条　広告掲載の募集は、市長が定める期間に市広報紙、市ホームページ等により行うものとする。
（広告掲載の申込み）
第７条　広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、赤穂市有料広告掲載申込書（様式第１号）に掲載しようとする広告案を添えて、掲載しようとする日の属する月の初日の30日前までに市長に申込むものとする。
（広告掲載の決定）
第８条　市長は、前条に規定する申込者があつたときは、第３条の規定による制限に該当しないものから受付順に当該広告の掲載の可否を決定するものとする。ただし、市長が認めるものにあつては、この限りでない。
２　市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に赤穂市有料広告掲載決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。
（広告掲載料の納付）
第９条　広告の掲載を可とする決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、広報掲載料を前条の規定による掲載決定後、市長の指定する期日までに市の発行する納付書により納付しなければならない。
（広告主の責任等）
第10条　広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
２　第三者から広告内容に関連して損害を被つた旨の申告があつた場合は、広告主の責任及び負担において解決し、市は責任を一切負わないものとする。
３　広告原稿、広告物の作成等に要する経費は、広告主の負担とする。
（広告主の届出義務）
第11条　広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、赤穂市有料広告掲載申込内容変更届（様式第３号）に必要書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
(1)　広告の掲載を取り下げるとき。
(2)　広告内容を変更するとき。
(3)　前各号に規定するもののほか、赤穂市有料広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があつた場合
（広告掲載の取消し）
第12条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の掲載を取り消すものとする。
(1)　指定する期日までに広告掲載料を納付しなかつたとき。
(2)　指定する期日までに広告原稿又は広告物を提出しなかつたとき。
(3)　広告主又は広告内容を不適当と判断したとき。
(4)　広告主が前条に定める届け出を怠つたとき。
２　市長は、広告の掲載上支障があるときは、前項の規定によらず広告の掲載を取消すことができる。
（広告掲載料の還付）
第13条　既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかつたときは、この限りでない。
（補則）
第14条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
[bookmark: _Hlk222236397]付　則
この要綱は、平成18年３月１日から施行する。
付　則（平成20年１月16日訓令甲第１号）
この要綱は、公布の日から施行する。
付　則（令和8年２月２７日訓令甲第６号）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
２　この要綱の施行前に改正前の赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱の規定により広告掲載の決定をした広告の掲載期間は、なお従前の例による。




様式第１号(第７条関係)

赤穂市有料広告掲載申込書

　　年　　月　　日
　　赤穂市長
申込者　　　　　　　　　　　　　　　　
住所(事業所所在地)　　　　　　　　　　
氏名(事業者名)　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　

　次のとおり【広報あこう】・【市ホームページ】・【公用車】・【その他】に広告を掲載したいので、赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱第７条の規定により申請します。
	１　広報あこう

	掲載希望回数
	　

	掲載希望期間
	年　　月から　　か月

	広告の内容
	別添データのとおり

	掲載希望サイズ
	1 縦46mm×横183mm　②縦46mm×横90mm　③縦46mm×横60mm

	[bookmark: _Hlk220938669]２　市ホームページ

	リンク先
	http://

	広告の内容
	□別添データのとおり
□未作成の場合は、掲載内容又は広告デザイン案




	掲載希望期間
	　　　年　　月　　日から　　か月

	３　公用車

	掲載希望期間
	　　　年　　月　　日から　　か月

	広告の内容
	別添広告デザイン案のとおり

	４　その他市長が広告掲載を認めるもの

	掲載希望公共物等
	

	広告の内容
	別添データ及び資料のとおり


※注意
　１　ホームページ広告の規格は、縦６０ピクセル、横１００ピクセル、４キロバイト以内 でＧＩＦ形式に限ります。
　２　ホームページ及び公用車の広告の掲載期間は１月単位です。
　３　掲載期間の途中で中止した場合、広告掲載料は返還しません。
　４　申込内容を変更する場合は、必ず事前に届け出てください。


様式第2号(第8条関係)

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

赤穂市長　　　　　　　　　　　


赤穂市有料広告掲載決定通知書


　　　年　　月　　日付で申込みのあつた赤穂市有料広告掲載について、次のとおり決定しましたので通知します。

記

　決定区分　　　□掲載します
　　　　　　　　　　掲載期間　　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日(　　カ月)

　　　　　　　　□掲載料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


　　　　　　　　□掲載しません
　　　　　　　　　　理由


　なお、別添の納付書により掲載料を　　　　年　　月　　日までに指定金融機関において納付してください。












様式第3号(第11条関係)


赤穂市有料広告掲載申込内容変更届

年　　月　　日

　　赤穂市長

申込者　　　　　　　　　　　　　　　　
住所(事業所所在地)　　　　　　　　　　
氏名(事業者名)　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日付にて決定のありました【広報あこう】・【市ホームページ】・【公用車】・【その他】広告掲載につきまして、申込み内容が下記のとおり変更となりますので、赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱第11条の規定により届け出ます。

記

	区分
	変更後の内容

	掲載希望期間
	□掲載希望期間変更
　　　　　　年　　月　　日から　　　　　年　　月　　日まで
□取り下げ希望日：　　　　　　年　　月　　日
　備考：

	広告内容
	変更内容

	バナー広告からのリンク先アドレス
	http://
備考：

	その他
	　




2
